
節電対策に伴う休日保育実施について 
 

【本市の対応策】 

○対象者：  現在田原市で保育を受けている方で、企業の就業日の変更に伴い、 

       ご家族の方のいずれもが保育することができないと認められる場合。 

 

○実施期間： 平成 23年 7月～9月（期間限定） 

 

○保育時間： 土曜日･日曜日とも午前 8時 30分～午後 4時 30分。 

       （早朝保育は午前 7時 30分～、延長保育は最長午後 7時まで） 

 

○実施園：  市が指定する１園（第一保育園） 

 

○利用料：  土曜日は通常保育事業の範囲内、日曜日は特別保育として有料とする。 

区 分 土曜日 日曜日 

3歳未満児 0円/日 1,500円/日 

3歳以上児 0円/日 1,000円/日 

  

○現在行なわれている休日保育の状況 

区 分 3歳未満児 3歳児 4・5歳児 

豊橋市 一律 2,000円/日 

豊川市 2,500円/日 1,300円/日 1,1 00円/日 

蒲郡市 2,400円/日 1,200円/日 1,000円/日 

 


